
 

令和６年議案第７７号 

 

   損害賠償の和解及び額を定めることについて 

 

 市において損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を別紙のとおり定めるこ

とについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第 

１３号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 令和６年１１月２８日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

  提案理由  

 この案を提出するのは、令和５年５月９日、江南市立     小学校において、

児童が委員会活動中の作業で左眼球を負傷する事故が発生したことにより、市に損害

賠償義務が生じたからであります。 

 

 

協議題２ 


